
原村屋外広告物に関する規則 

平成１２年３月２７日 

規則第14号 

（要旨） 

第１条 この規則は、屋外広告物条例（平成５年長野県条例第23号。以下「条例」という。）及び知

事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成11年長野県条例第46号）の規定に基づき、

条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（屋外広告物禁止地域における案内広告物等の許可申請） 

第２条 条例第６条第４号の規定による許可の申請は、案内広告物等表示（設置、改造）許可申請書

（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。 

(１) 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面（はり紙及びはり

札にあっては、現物又は見本） 

(２) 表示し、設置し、又は改造しようとする場所の付近の見取図 

（許可証等） 

第３条 条例第７条第５項（条例第８条第３項、第10条第４項及び第12条第２項において準用する場

合を含む。）に規定する許可証は様式第２号、許可済印は様式第３号によるものとする。 

（屋外広告物許可地域における許可申請） 

第４条 条例第８条第１項の規定による許可の申請は、広告物等表示（設置、改造）許可申請書（様

式第４号）に、第２条各号に掲げる書類を添えてしなければならない。 

（許可の更新） 

第５条 条例第12条第１項の規定による許可の更新の申請は、許可期間満了の日の10日前までに、広

告物等表示（設置）許可更新申請書（様式第５号）に、次の各号に掲げる書類を添えてしなければ

ならない。 

(１) 第２条各号に掲げる書類 

(２) 現況写真 

（廃止等の届出） 

第６条 条例第13条第１項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事

項を記載した書類によりしなければならない。 

(１) 許可に係る広告物等の表示又は設置を廃止したとき。 

ア 許可年月日及び許可番号 

イ 廃止年月日 

(２) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。 

ア 許可年月日及び許可番号 

イ 変更の内容 

ウ 変更年月日 

２ 条例第13条第２項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項を

記載した書類によりしなければならない。 

(１) 管理する者を選任し、又は解任したとき。 

ア 許可年月日及び許可番号 

イ 選任し、又は解任した管理者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び

名称並びに代表者の氏名） 

ウ 選任又は解任年月日 

(２) 管理する者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。 

ア 許可年月日及び許可番号 

イ 変更の内容 

ウ 変更年月日 

３ 条例第13条第３項の規定による届出は、次の各号に定める事項を記載した書類によりしなければ

ならない。 

(１) 承継前の表示者又は設置者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名

称並びに代表者の氏名） 



(２) 許可年月日及び許可番号 

(３) 承継の理由 

(４) 承継年月日 

附 則 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

 


